










知的財産権出願後状況通知（知財様式５）に関するよくある質問
No. 質問 回答

1
知財様式５はどのような場合に提出が必要なので

しょうか？

出願した特許が登録となった場合、特許出願や登録となった特許権を放棄する場合に知財様式５の提出が必要です。なお、放

棄とは特許庁へ放棄／取下書を提出する場合、及び特許査定時に特許料を納付しなかったり、年金期限を経過しても権利維持

の年金を納付せずに放置する場合を指します。

2

特許出願していたところ、拒絶査定となり権利化

をすることができませんでした。その場合知財様

式５の提出は必要でしょうか？

不要です。

3

優先権主張出願を行ったところ、基礎出願がみな

し取り下げとなりました。その場合知財様式５の

提出は必要でしょうか？

不要です。

4
拒絶理由通知への応答などでも、AMEDへの報告

は必要ですか？

拒絶理由通知に対する応答（意見書等を提出した結果拒絶査定となった場合や、意見書を提出せずに拒絶査定となった場合を

含みます。）については報告は不要です。出願後の対庁手続に関しては、登録、取下・放棄の場合のみ報告してください。






